
（ ）
年 月 日

実施
内容

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

事業効果
総合計画との関連

事業効果 グリーンスローモビリティの実証運行を通じて、地域主体で導入可能な移動手段の確保が図られる。

効果測定指標 グリスロ利用者数、運行頻度等 施策番号 22

R6 R7 R8

事業効果
年度目標

（様式２）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和6 10 16

案 件 名 グリーンスローモビリティ運行支援事業について

内線

事案概要

　本市では交通不便地域（鉄道駅１km、バス停300m）の解消のため、民間バス路線への公費負担や、コミュニティ交通の導入
を進めてきたが、高齢化や地域特有の地理条件などから、身近な移動に困難さを抱える地域は依然として多い。
　こうした移動に関する課題解決策のひとつとして、地域主体でのグリーンスローモビリティ運行の支援を通じて、地域における
身近な移動手段として活用を図るもの。

審議事項

・現在実証運行中の若葉台地区、新磯地区における本格運行移行の際の判断基準
・他地域への展開に向けた方向性

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

〇原案のとおり承認する。

所　　　管 都市建設
局
区

まちづくり推進 部 交通政策 課 担当者

【

★

○「調整会議

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標

○施策番号

○事業効果年度

○事業スケ

○事業経費・

庁内調整

予算査定

地域調整 本格運行（若葉台地区、新磯地区）

運行継続条件の達成度を毎年度測定

他地域公募・選定

運行計画作成・

短期実証運行

長期実証運行



備　　考

関係課長打合せ会議（10.1） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

奈良副市長説明（10.2） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

中央区区行政連絡調整会議
（9.12）

若葉台地区、新磯地区における本格運行移行の際の判断基準について
他地域への展開に向けた方向性について

南区区行政連絡調整会議
（9.13）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

税源涵養
（事業の税収効果）

緑区区行政連絡調整会議
（9.18）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

事前調整、検討経過等

報道への情報提供 なし

パブリックコメント なし 時期 議会への情報提供 なし

日程等
調整事項

条例等の調整 なし 議会提案時期

調整部局名等 調整内容・結果

戦略会議（令和４年度） 実証運行の実施について（承認）

〇

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇

〇

必要な人工 C=A-B 0 0 0 0 0 0 0

局内で捻出する人工※ B 0 0 0 0 0 0 0

実施に係る人工 A 0 0 0 0 0 0 0

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

項目 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

元利償還金（交付税措置分を除く）

捻出する財源概要

0 0 0一般財源拠出見込額 11,564 8,185 3,408 0

捻出する財源※２ 0 0 0

うち任意分 0 0 0

一般財源 11,564 8,185 3,408 0 0

その他 0 0 0

0 0

特
財

地方債 0 0 0

国、県支出金 6,317 0 0

うち任意分 0 0 0

事業費 17,881 8,185 3,408

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

○必要人工

○本件事業が関

○日程等調整事

○事前調整、

R8以降、車両保有台数*852千円

新規リース台数*5,629千円を計上予定



【実証運行の実績について】
・安全上の課題やこれまでの交通事故等の状況は。（人事・給与課長）
　⇒運行経路の選定については警察に事前相談を行っており、幹線道路の通行はなるべく避けるよ
う指導を受けている。事故については、運転中に壁に擦ったなどの軽微なものは発生している。
・現在グリスロでは買い物支援が中心となっている印象だが、店舗側が自宅に配送するなど、様々な
サービスの参入があり、そのような店舗と協定を締結することによる課題解決の方策もあり得ると
考えるが、グリスロの必要性についてどのように捉えているか。（緑区区政策課長）
　⇒店舗側からの配送支援については、買い物の課題のみで考えれば、福祉部門や経済部門と連携
してそちらに特化することも考えられるが、グリスロは臨時便としても多く運行しており、地域として
どのような使い方があるのかよく協議をしていきたい。

【本格導入の条件について】
・新磯地区は導入条件に達しているのか。未達成の場合は運行終了も想定されるのか。（経営監理課
長）
　⇒新磯地区も準用規定の達成は可能と考えている。未達成の場合も即座に運行終了ではなく、運
行形態の変更等、改善策を地域と検討するとともに、現在新磯地区は流動的な組織体制であるた
め、そういった点も含め地域と協議していきたい。
・事故を起こした場合や道路交通法に違反した場合などは市としてどのような責任が生じるのか。
（総務法制課長）
　⇒一般的な交通事故であれば保険で対応し、その他乗客間のトラブル等があった場合には、地域の
運行組織の責任と考えている。
　⇒あくまで地域が実施している交通に対して市が支援しているという認識でよいか。（総務法制課
長）
　⇒そのとおりである。
・費用対効果について検証はされているか。（経営監理課長）
　⇒グリスロは１人あたり１回1,500円程度の市負担額。適正な費用対効果の議論はまだできていな
いが、参考としてコミュニティバスは１人あたり約300円、乗合タクシーは4,000円～5,000円の市
負担額。

【他地域への展開について】
・他地域への展開として想定している地域はあるか。（経営監理課長）
　⇒１０地区程度想定はあるが、上鶴間、北里などからは具体的に興味があるとの話を受けている。
実証運行の実績から、概ね移動困難者の人口1,000人～2,000人に対して車両１台程度が適正と
考えている。
・導入検討地域選定の視点として５項目挙げられているが、すべての項目を必須としているのか。（人
事・給与課長）
　⇒５項目に合致していることを必須とするのではなく、より項目に合致する地域を総合的に選定し
たい。
・新規導入地域は年間何地域を想定しているか。（人事・給与課長）
　⇒新規導入にあたっては、地域との調整、短期・長期の実証運行など、軌道に乗るまでは一定の期
間とマンパワーを要するため、年度あたり１地区を想定している。
・将来的に車両は何台ほどの所有を想定しているか。（財政課長）
　⇒ドライバーの確保など地域の負担も発生するため、多くとも10地区（10台）程度と想定してい
る。
・全国の実績で地域に定着している事例はあるか。（シティプロモーション戦略課長）
　⇒実証運行は全国で100を超える事例があるが、本市のようにボランティア輸送で本格運行に
至っている事例は松戸市だけである。

調整会議の
主な議論
（10/7）

庁議におけるこれまでの議論

○調整会議に

○決定会議に

○戦略会議に

○継続審議と

○なお、該当会



グリーンスローモビリティ運行支援事業について

令和６年１０月１６日 決定会議

1



本事業の趣旨について

2

本市では交通不便地域（鉄道駅１km、バス停300m）の
解消のため、民間バス路線への公費負担や、コミュニティ交通の
導入を進めてきたが、高齢化や地域特有の地理条件などから、
身近な移動に困難さを抱える地域は依然として多い。
こうした移動に関する課題解決策のひとつとして、地域主体で

のグリーンスローモビリティ運行の支援を通じて、地域における身
近な移動手段として活用するもの。

出典︓国交省「グリスロ導入と活用のための手引き」 出典︓国交省「グリスロ導入と活用のための手引き」を加工し作成

グリーンスローモビリティのサービス領域 運行支援の対象

2



事業スケジュールについて

3

令和５年度より緑区若葉台地区、南区新磯地区において実証運行を実施中。
今年度の実証運行の結果を踏まえ、両地区で本格運行の判断を行うとともに、今年度末に「グリーンス
ローモビリティ導入の手引き」を作成し、令和７年度以降、他地域への展開を図ることとしている。（令
和４年度庁議内容）

※ R6は国交省「共創モデル実証運行事業プロジェクト」に採択され補助金充当予定
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第２
四半期

第３
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第２
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第３
四半期

第４
四半期

環境省
モデル地区

選定

実証
運行
(２カ
月)

運行
計画案
作成

テスト
運行

効果
検証

他地域
への展開

住民
アンケート・

交通事業者
調整

実証
運行

若葉台

新磯
運行

計画案
の作成

効果
検証

住民
アンケート・

交通事業者
調整

庁議
（実証運
行実施）

実証運行 本格
運行

実証運行 本格
運行

手引
作成

庁議
（本格
運行判
断等）

実証
運行
(２カ
月)

運行
計画
検討

運行
計画
検討

効果検証

効果検証

3

【環境省】 グリスロ導入に係る調査・普及促進事業



実証運行の取組状況（若葉台地区）

4

若葉台地区では、令和４年度の環境省事業を
踏まえ、令和５年度から実証運行を実施。
医療機関やサークル活動への送迎のほか、スー

パーへの買い物便を運行し、年間延べ485人の方
にご利用いただいた（ボランティア登録者 40名）。
昨年度の運行実績を踏まえ、令和６年度は買い

物送迎を中心に実証運行中。
（R6.6〜9 延べ利用者数 481人）

運行期間 R6.6.13〜

運行日 自治会館でのサークル活動や朝市の際に運行

運行内容 自治会館と自宅の間を運行

延べ運行便数 16便

延べ利用者数 71人

平均利用者数 4.4人

運行期間 R6.6.1〜

運行日 毎週火・土曜日、午前に２便運行

運行内容 事前予約型。買い物中は待機し復路は自宅まで運行

延べ運行便数 100便

延べ利用者数 410人

平均利用者数 4.1人

■買い物便

■サークル臨時便

4



実証運行の取組状況（新磯地区）

5

新磯地区では、令和５年度より買い物支援として
スーパーへの送迎便の実施を検討。地区ごとに運行計
画を作成の上、10月より順次実証運行を開始し、年
間で延べ75人の方にご利用いただいた（ボランティア登
録者 約42名） 。
令和６年度も地区ごとに実証運行を継続中。

（R6.6〜9 延べ利用者数 347人）

延べ運行便数 22便
延べ利用者数 30人
平均利用者数 1.4人

延べ運行便数 87便
延べ利用者数 241人
平均利用者数 2.8人

運行期間 R6.7.8〜

運行日 毎週月曜日

運行内容 事前予約型 午前1便

延べ運行便数 20便

延べ利用者数 40人

平均利用者数 2.0人

■勝坂地区

運行期間 R6.6.15〜

運行日 毎週土曜日

運行内容 事前予約型 午前1便

延べ運行便数 43便

延べ利用者数 185人

平均利用者数 4.3人

運行期間 R6.7.10〜

運行日 毎週水曜日

運行内容 事前予約型 午前1便

延べ運行便数 30便

延べ利用者数 122人

平均利用者数 4.1人

■新戸地区

■上磯部地区

5



実証運行の効果検証（利用者アンケート、スタッフアンケート結果）

■効果検証結果
運行実績、利用者アンケート等から、地域においてグリスロは好意的に受け止められており、身近な移

動手段としては有効であることが確認でき、課題と想定していたボランティアスタッフの確保に関しても高
い継続意向が示され、事業の持続性についても一定の可能性が確認できた。

グリスロの満足度 グリスロの利用回数

グリスロを通じた生活の変化 ボランティアの継続意向

（若葉台第２期）n=29（新磯）

n=20（若葉台第２期） n=29（若葉台第２期）

6

■利用者満足度も高く、複数回利用の割合も高い

■グリスロ利用を通じて住人同士のコミュニケーションが増えたなどの副次的な効果も見られた
■スタッフの大半が活動継続の意向

（n=21）

（n=14）



グリスロ導入の条件について
■市・地域の役割分担
地域の特性や移動ニーズに応じた柔軟な運行、日常の外出促進のため、地域主体での無償運行を

前提とし、市は導入時の車両貸与のほか、運行内容の検討等において伴走支援を実施。

導入の前提
・地域主体での運営（ボランティアドライバーによる輸送）
・利用者の負担なし（ただし、運営に要する実費の負担を求めることは可能）
※ 有償での運行は道路運送法上の許可・登録が必要

運行を担う地域組織の役割

・運行内容の検討
・継続的な運行・運営
・広報・利用促進
・車両の管理
・運営資金の確保

市の役割

交通政策課
・車両貸与
・保険契約・運転者講習の実施
・運行内容の検討支援

まちづくりセンター
・広報・利用促進の支援

※ 健康福祉局にて実施の「地域おでかけサポート推進事業補助金」の活用も可能
7



グリスロ導入の条件について
■導入の前提条件
グリスロを導入する地域の選定にあたっては２つの前提条件を設定する。

条件１ 地理的特性

1. 主な目的地までの運行ルートが、片道1〜3km程度と想定される地域
2. 主な目的地まで、幹線道路を通行する必要がない地域
3. 徒歩および公共交通機関を使用して、買い物施設等をはじめとした日常の目的地への

移動が難しい地域

条件２ 検討体制

地域主体で検討していくための体制が十分に確保
されていること
（市との定期的な会議に参加できる構成員を３人

以上確保）

日常の目的地への移動が難しい地域

8



グリスロ導入の条件について

9

■導入までの流れ
地域主体での検討体制が構築された後、実証運行に向けて市が適宜支援を実施。

運行内容の
検討

地域課題と
ニーズの把握

運営体制の
構築

必要な設備・経費の
確保 広

報
の
実
施

検討体制の
構築

①市との定期的な
会議に参加できる
構成員を３人以
上確保

①地域の「現状」の把握
➁地域の「ニーズ」の把握

・アンケート調査
・地域関係者意見交換

③支援する移動（目的
地）の設定

①運行形態
➁運行エリア・ルート
③ダイヤ
④乗降場所

●運営体制の例
・代 表︓全体統括
・調整役︓シフト設定等
・運転手︓

運転、車両点検
・添乗員︓

運転手のサポート

①車両保管場所
➁充電施設
③補助金の活用検討

関係者との調整

実証運行 本格運行

9

※実証運行は短期（２カ月程
度）、長期（半年以上）の２回を
想定



現在実証運行中の若葉台地区、新磯地区については、上記条件を令和６年１２月末時点での運
行実績にあてはめ、条件を達成していた場合には本格運行に移行することとし、未達成の場合は再度
の実証運行等を地域と協議する。

グリスロ導入の条件について
■本格導入の条件
本格導入の判断にあたっては２つの条件を設定し、２回目の実証運行において下記条件の達成状

況を確認する（運行継続の条件も同様とし、毎年度達成状況を確認）。

１ 利用者数

「２人/便以上」

利用者が少ない場合、需要が無い、又は需要と一致していないと判断する。
※R5若葉台地区、新磯地区の実証運行（事前予約型）における利用者数は「2.6人/便」

２ 運行頻度

「８便/週以上」

運行頻度が少ない場合、需要が無い、又は需要と一致していない、もしくは運行体制が整ってい
ないと判断する。

※R5若葉台地区のグリスロ利用登録者のうち、運転免許もしくは車を持たない層（45名）が月に１往復はグリスロを利用すると想定
した場合「7.5便/週」が必要

10

１便

１便

※ 上記基準を基本とし、これに相当する輸送を行っている場合には、基準を達成しているものとする準用規定も設ける予定



他地域への展開の考え方について

11

グリスロ導入を希望する地域については、自治会の会議等において周知を行った上、原則公募制とし、
下記の点等を判断の視点として、導入検討地域を選定する。

項目 設定の意図

①移動困難者の割合 現状移動に困難を抱えており、グリスロの主な利用者層となり得る高齢者等
の割合を重視する。

②地域特有の地理条件 目的地までの高低差、道路状況等、地域特有の地理条件を確認する。

③目的地への距離 グリスロの特性上、また運転手の負担軽減の観点から、目的地までの距離は
片道２〜３キロ程度が望ましい。

④交通不便地域の有無 市総合都市交通計画上の交通不便地域（鉄道駅１キロ、バス停300m
圏域外）を有無を確認する。

⑤既存公共交通との競合の有無 既存公共交通によって目的地への移動手段が確保されている場合には、当
該公共交通の利用減少、撤退につながるおそれがある。

11



必要経費について

12

令和７年度は前年度導入車両の維持管理経費及び新規導入検討地域用として車両１台のリース料を
計上する。

細節 金額（千円） 積算根拠

10-05 消耗品費 300 車両消耗品交換用

10-30 物品等修繕料 900 車両修繕用

11-30 手数料 3 名義変更手数料

11-50 保険料 340 車両保険料 113,200円*3台

12-45 委託料（その他） 938 定期点検費用 312,400円*3台

25-05 国公課費 75 自動車税 25,000円*3台

合計 2,556

■R7市所有車両 維持管理経費

細節 金額（千円） 積算根拠

12-45 委託料（その他） 313 定期点検費用 312,400円*1台

13-20 使用料賃借料 5,316 車両リース料（車両オプション、手数料、輸送費等含む）

合計 5,629

■R7新規リース車両経費

12



（ ）
年 月 日

（様式２）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和6 10 16

案 件 名 (仮称)相模原市子育て応援条例の制定について

46% 56% 67%

内線

事案概要

社会全体で子育て世代を応援する気運を醸成し、結婚や子育てを希望する者がその希望を叶えることができ、社会に温かく見守
られながら安心して子育てすることができる社会を実現するため、　「(仮称)相模原市子育て応援条例」を制定する。

審議事項

条例の制定について
・条例文案（前文、目的、定義、基本理念、市の責務、市民等の役割等）

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○原案のとおり上部会議に付議する。
　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

所　　　管 こども・若者未来
局
区

部 こども・若者政策 課 担当者

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R5 R7 R8 R9R6

事業効果
総合計画との関連

事業効果
・子育て世代が子育てに対する喜びをより実感することができる。
・結婚、子育てを希望する市民の希望がかなえられ、少子化対策につながる。
・市を挙げて子育て世代を応援する機運を高めることでシビックプライドの向上につながる。

効果測定指標
子育てをしていることを社会に温かく見守られていると感じる市民
の割合（現在、相模原市子ども・子育て会議で審議中） 施策番号 1・2

R6 R7 R8 R9 R10 R11

事業効果
年度目標

16% 26% 36%

実施
内容
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●
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提
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）

●
条
例
施
行
（
４
月
）

周知及び関

連事業の

実施

子ども・子育て

会議への諮問・答申

社会福祉審議会への

意見聴取



〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

事業費（　　　　　費） 1,995 0 0 0 0 0 0

うち任意分

国、県支出金

一般財源 1,995 0 0 0 0

その他

0 0

特
財

地方債

うち任意分

捻出する財源※２

0 0 0一般財源拠出見込額 1,995 0 0 0

元利償還金（交付税措置分を除く）

捻出する財源概要

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

項目 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施に係る人工 A

局内で捻出する人工※ B

必要な人工 C=A-B 0 0 0 0 0 0 0

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇 〇

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

〇

条例等の調整 条例 制定あり 議会提案時期 令和７年３月 定例会議

教育総務室 審議内容について説明済

産業支援・雇用対策課 関連する内容について説明済

決定会議
令和６年８月１４日実施。条例の制定・検討体制・スケジュールについて審議し、継続審議となっ
た。

人権男女共同参画課 関連する内容について説明済

税源涵養
（事業の税収効果）

政策課 審議内容について説明済

総務法制課 審議内容について説明済

報道への情報提供 資料提供

パブリックコメント あり 時期 令和６年１2月 議会への情報提供 部会 令和６年１２月

日程等
調整事項

備　　考

※こども・若者支援課、保育課、子育て給付課、こども家庭課、緑子育て支援センター、中央子育て支援センター,

南子育て支援センター、児童相談所総務課、陽光園、高齢・障害者福祉課、高齢・障害者支援課、精神封建福祉センター、

生活福祉課、健康増進課、学務課、学校教育課、青少年相談センター

相模原市子ども・子育て支援
事業推進会議
（関係課長会議に相当）※

審議内容について説明済　令和６年３・４・５・６月の計４回実施

調整会議
令和６年１月２２日実施　条例の制定・検討体制・スケジュールについて審議し、原案を一部修正
し、承認された。　令和６年７月３日及び８月８日に実施。上記事項を審議し、原案を一部修正し、
承認された。

関係課長会議
令和６年８月１日実施（政策課、総務法制課、財政課）。７月３日に行われた調整会議にて指摘さ
れた事項について資料を修正し、再度調整を行った。



【条例制定の背景について】
○（人事・給与課長）さがみはら子ども応援プランの成果指標について、平成３０年の基準値から大
幅に低下している原因は何か。
→（こども・若者政策課長）原因について分析しているが、明確な理由は分からない。コロナ禍におけ
る外出自粛などが大きく影響していると考える。
→（人事・給与課長）条例制定に合わせ、新たな施策を打ち出すという中で、神奈川県主催の事業に
エントリーすることが新たな施策と言えるのか疑問が残る。また、「次期子ども・子育て支援事業計
画」を３月末に策定するとのことだが、条例に記されている「子育て世代応援計画」は別の計画とな
るのか。具体的な施策をどの計画でどのように位置付けるのか。
→（こども・若者政策課長）「子育て世代応援計画」を別の計画として策定するものではない。具体的
な施策は「次期子ども・子育て支援事業計画」で位置付け、条例に資する事業であることを示してい
きたい。条例の表現については検討する。
→（人事・給与課長）「次期子ども・子育て支援事業計画」策定前に、条例を制定するのであれば、どの
ような施策を検討しているのか問われると考える。
○（緑区役所区政策課）説明資料５ページのアンケート結果について、結婚していない理由を複数回
答可としていると考えるが、「結婚するにはまだ早い」「結婚する必要性を感じない」など、自分で主
体的に結婚を選んでいない回答も上位を占めている中で、「めぐり会えない」だけを理由として条例
を制定することに疑問が残る。
→（こども・若者政策課長）「めぐり会えない」を選択した人は、結婚を希望している人達であり、「い
ずれ結婚したい」と回答した人達も希望を持っている。この条例は、結婚を希望する人達を応援する
ものであるため、制定の背景として記している。結果として、希望しない人達が多いことも承知して
いる。
→（緑区役所区政策課）特定の人達のために条例を制定するのか。理念条例に近いものであるが、全
市民が享受し、子育てに繋がり、人口減社会に貢献するという遠因な部分はあると理解できるが、
条例として制定する必要性が問われると考える。

【条例制定の目的、理由及び効果について】
○（総務法制課長）「こども基本法」や「こども大綱」がある中で、本市ならではの行政課題はどこにあ
るのかとともに、新たに条例として制定する理由について伺う。また、「子ども権利条例」にて、子育
て家庭への支援が規定されているが、この条例との違いを確認したい。
→（こども・若者政策課長）さがみはら子ども応援プランでの成果指標である「子育てをしていること
を社会に温かく見守られていると感じる市民の割合」の実績が低く、また、昨年度実施したアンケー
トでは「子どもを産み育てることを今の社会は十分に評価していると思うか。」に対して、「どちらか
といえばそう思わない」「そう思わない」と回答した方が５割から６割程度いる結果となり、課題であ
ると捉えている。新たに制定する条例では、そのような方々や、これから結婚・子育てを希望する人
達を応援していくことを目的とする。「子どもの権利条例」については、子どもを主体とした条例と
なっており、子ども目線での条例となっている。
→（総務法制課長）本市ならではの特化した課題という認識で良いのか。
→（こども・若者政策課長）特化した課題であるかどうかまでは把握できていない。本市として、その
ような人達を応援することが重要であると考える。
→（総務法制課長）重要であることは承知している。なぜ重要なのか説明が必要である。そのために
も、課題を明確にし、どのような手段で解決していくのか、条例を制定する意味や理由を示していた
だきたい。
→（こども・若者政策課担当課長）少子化対策は全国において取り組んでいる課題であり、自治体ご
とに特色があり、条例もその１つである。本市でも「子育てするなら相模原」を打ち出している中で、
子どもがいる世帯だけではなく、結婚したい・子育てしたいという希望も含めて、応援し施策に取り
組むことがポイントとなっている。また、本市は大学卒業を機に転出する若者が多くいるため、条例
を制定し結婚を望むものを支援することで、転出抑制やシティプロモーションにもつながるものと考
える。
○（人事・給与課長）子ども・子育て会議の意見にもあったが、条例名にある「エール」という言葉につ
いて、説明では「応援」という言葉を使っているのに、「エール」にこだわる意図はあるのか。
→（こども・若者政策課長）漢字で表記するよりカタカナを使用した方が、周知等を図っていく中でも
目立つ言葉であると考える。
→（人事・給与課長）「エール」という言葉では、一方的な印象があり、市が支援していくイメージが湧
いてこない。

【条例の構成・概要について】
○（総務法制課長）この案件については新規条例となるため、各条文の確認が必要である。条例（案）
を参考資料としてではなく、各条文の内容が分かるよう、説明資料に追記していただきたい。
○（財政課長）各種施策との連携が図られた上で、この定義となっているのか。今後、計画を策定し
様々な施策を展開していくということだが、計画の内容と定義が一致しているものなのか。
→（こども・若者政策課担当課長）子どもが１８歳未満であることは一般的な定義であるが、若者を４
０歳未満としていることについては、こども大綱において若者が示され、自立できない引きこもりの
方が増えてきた背景も踏まえ、支援の対象に含めた経過がある。
→（財政課長）施策と連動させていくということで良いか。
→（こども・若者政策課長）そのとおりである。２０代・３０代を応援するものとなっている。

調整会議の

主な議論

（7/3）

庁議におけるこれまでの議論



【条例における主体の整理について】
○（総務法制課長）条例の定義について、子育て世代は「結婚又は子育てすることを希望する者及び
現に子ども又は若者を監護する者」としている中で、若者は「１８歳以上、４０歳未満の者」としている
が、例えば、３９歳を監護している保護者も対象となるのか。
→（こども・若者政策課長）条例の対象となる。
→（経営監理課長）国の定義と同じであれば構わないが、条例名とイメージする定義が異なっている
印象がある。また、一般的な認識とずれている部分があるため、広く市民の方が理解できる内容な
のかという印象もある。
→（総務法制課長）めぐり会いがないことに対するマッチング事業や、収入が少ないことに対する経
済的な支援など、そのようなことも条例に盛り込んでいくのではないか。一方で、「めぐり会いがな
い」という部分は人権に配慮しなければならない事項であり、説明資料Ｐ１１に記載されている「本市
の少子化の実態について分析している中で、結婚した方はだいたい子どもを持つ傾向にある」は非
常にデリケートな内容のため、表現に気をつけていただきたい。
→（こども・若者政策課長）表現については検討する。個人の価値観が前提にある中で、あくまでも希
望する意思表示がある人達をしっかり応援していくことはゆるがない部分である。
→（総務法制課長）結婚の定義である「婚姻及び互いを人生のパートナーとして協力し合いながら継
続的に日常の生活をともにし、又はすることを約した一方又は双方が典型とされない性的指向又は
性自認を有する２人の者の関係」は、パートナーシップ制度を示していると考えるが、パートナーの１
人に子どもがいた場合、ファミリーシップ制度に関連してくる。本市として、まだ認めていない内容
となるため、条例の制定にあたり、市民局と調整願いたい。
→（こども・若者政策課長）対象にしたいと考えるため、市民局と調整する。
○（財政課長）説明資料８ページの主体の整理について、０歳から１７歳の欄に「希望しない者」「監護
していない」と記していることに違和感がある。
→（こども・若者政策課担当課長）希望する人達だけを応援する趣旨を分かりやすくするための表現
であったが修正する。

【条例制定後の取組について】
○（総務法制課長）条例制定後の取組について、具体的な施策として「神奈川県主催 恋カナ！プロ
ジェクトへのエントリー」や「ストラップやシール等、応援する気持ちの見える化」だけでは足りないと
考える。また、条例内に具体的な施策の記載がない。近年制定した条例では、責務とともに、具体的
な仕組や施策が謳われている。この条例においても具体的な内容を記載する必要があると考える。

【制定までのスケジュールについて】
○（経営監理課長）「次期子ども・子育て支援事業計画」の計画期間は何年か。
→（こども・若者政策課長）５年間となっている。
→（経営監理課長）計画期間中、記した事業は変わらないということなのか。社会情勢の変化に適宜
対応できるのか。理屈を整理していただきたい。
→（こども・若者政策課長）基本的には変わらない。
→（経営監理課長）条例の施行日は１月、「次期子ども・子育て支援事業計画」の策定は３月末として
いるが、条例を１月に施行する理由について伺う。
→（こども・若者政策課担当課長）条例の理念に基づいた施策を計画に反映させるためである。→
（経営監理課長）計画に定める施策は、令和７年度当初予算で要求するのか。
→（こども・若者政策課長）その考えでいる。
→（経営監理課長）計画に盛り込む施策の審議を並行して進めている中で、予算要求とスケジュール
との整合性が見えてこない。
→（こども・若者政策課長）本年度は、広報等に関する予算を確保している。今後、施策を検討する中
で、補正予算での要求も検討している。

【その他】
○（政策課長）新規事業として何か打ち出すのであれば、８月までに庁議を完了させる必要がある。
他の条例では、条例の制定とそれに伴う事業がセットで提案されている。条例制定に伴う具体的な
施策で、課題とされている内容を解決することができるのか。もう少し取り組む項目を具体的に記
載するべきである。また、先ほど「３９歳を監護している保護者も対象とする」との説明があったが、
現在検討している施策で課題を解決することができるのか。この条例が自立までを対象とするもの
でなければ、対象とすべきではないし、条例が何を目指しているのか明確になっていないため、この
ような議論となってしまう。児童福祉法でいう１８歳未満の子ども育てる家族と、３９歳未満の自立
が難しい家族を、同じ条例で扱うということであるが、あきらかに必要な施策の展開が異なるため、
対象とすることは構わないと考えるが、整理する必要があるのではないか。
○（政策課長）様々な意見等があったため、「本市にとっての条例制定の必要性とその課題の整理」
「説明資料へ条文（案）を追記」「課題解決に向けた施策の記載。新規事業を実施するものがあれば、
条例とセットにして付議」「答申を参考資料として添付」「ファミリーシップ制度について市民局との
調整」をお願いしたい。なお、庁議の前に、関係課長打合せ会議を開催することが望ましいと考える。

＜＜継続審議とする。＞＞
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【本市の現状と課題について】
〇（人事・給与課長）本市の現状と課題について、他市との比較を記載しているが、例えば、２０１５年
以前のデータが一部無いことや、熊本市・大阪市・浜松市と比較している理由を明記するとわかりや
すいと考える。
〇（政策課長）本市の現状と課題について、「子育て応援」としている中で、子育てに関する現状・課
題ではなく、結婚に関する現状・課題が先に示されている。本課の少子化対策で提示している根拠
なども加え、ＫＰＩを見据えた現状・課題の整理を行っていただきたい。

【条例の概要について】
〇（財政課長）「９ 計画」と「１０ 子育て世代への応援に関する施策」の構成順が逆ではないかと考え
る。また、計画は「市長は」となっており、「施策」は「市は」となっているため、改めて確認いただきた
い。
→（こども・若者政策課長）確認する。
〇（経営監理課長）「子育て世代」の定義に位置付けられている「結婚を希望する者たち」について、
この定義を踏まえた上で条文全体を見ると疑問に感じる点がいくつかある。例えば、結婚を希望す
る者に対する施策は、次期計画に含めていくのか。
→（こども・若者政策課長）次期計画に含めていく考えである。
→（経営監理課長）国の法律において、結婚支援は想定されているのか。
→（こども・若者政策課長）想定している。
→（経営監理課長）議会の答弁において、結婚支援について何かしら述べているのか。
→（こども・若者政策課長）「結婚は個人の自由な意思の下で行われるものであり、行政の直接的な
関わり方は慎重に捉えるべきもの」と答弁した経過がある。
→（経営監理課長）今回の条例に結婚を含めた経過について改めて伺う。
→（こども・若者政策課長）子育てを希望する方の中には、これから子どもを持つことを考えている
人もいれば、これから結婚を考える人もいるため、そのような方々も応援していきたいと考え、結婚
を含めた。
→（経営監理課長）例えば、未婚率が高い原因として、経済的な負担、市の支援策が不足している、雇
用環境が整っていない等の原因が考えられるが、分析はできているのか。根拠を踏まえた上で条例
を制定し、具体的な施策を実施することが紐づいていないとおかしい。そこが整理されていない中
で、市民へ役割が伝わるのか。
→（こども・若者政策課担当課長）結婚しない理由について、国の調査では「適当な相手にめぐりあわ
ない」が最も多く、市のアンケート結果でも同様であった。理由は様々であると考えるが、今の若者
の兆候であると捉えている。また、「めぐりあわない」ことに対する対応についても国で調査も行っ
ており、「何もしていない」が最も多い回答であった。
→（経営監理課長）この条例を結婚を希望する者の視点で見た時、非常に弱いと感じる。「結婚」は重
要な要素であるが、言葉だけで濁しているように感じる。
→（こども・若者政策課長）条例は、実際に子育てする人を応援することを主としており、その中で、
結婚を希望する人や、これから子育てを希望する人も応援していくという形である。説明資料から
見えづらい部分があるため整理する。
→（経営監理課長）この条例が目指すところの目的は、子育て環境を充実させ、そのような社会が実
現することで、結婚をして子どもを産み育てたいことにつながるのであれば、直接的に改善すべき
点は結婚支援ではなく、子育て環境の改善を目指すべきでは。それとも、２つの取組を進めていくの
か。
→（こども・若者政策課担当課長）子育てする人達への支援が、これから子どもを持ちたいと思う方
への影響があることは間違いなく、国もその点に注力し、少子化対策に取り組んできた。また、結婚
は価値観に触る部分ではあるが、国が結婚支援に取り組むことについては、こども大綱、こども基本
法、こども未来戦略の中でも明確にしている状況である。
→（経営監理課長）当初、条例名に「結婚」を入れていたが、除くことの是非について様々な課題と意
見はあるが、条文内の定義の中でぼかされていて、「結婚」が言葉として見えてこない。
→（こども・若者政策課長）例えば、街中で赤ちゃんが泣いているときに冷たい目で見られたなど、先
ずは、そういった方々を温かく見守る社会となるよう改善を図っていきたいが、それだけでは、前回
の調整会議でも指摘があったよう、理念条例となり、課題解決にはつながらないため、１つの項目と
して結婚を希望する人を応援していくことも含めた。子育て世帯を社会全体で温かく見守り、生活の
中で子育てする人の笑顔が溢れるような形にしていきたい。
→（経営監理課長）そのような説明の中で、定義の中に「結婚を希望する者たち」を本当に含める必
要があるのか。違う形で付記した方が市民にとってもわかりやすいのではないか。
→（こども・若者政策課担当課長）結婚について、政策として取り組むことは間違いないことで、重要
な要素である。しかし、結婚は価値観に触る部分のため、どう見せていくのか、どう伝えていくのか、
施策として何をしなければならないのか、バランスを取りながら進めていく必要があると考える。
→（経営監理課長）わかりやすさと、何を目指しているのか、一見してわかりづらい。定義以降の条文
を見ても、「結婚」というところが読み取れない。また、「結婚を希望する者」と「子育てする者」が同等
に読み取れない。定義として、「結婚」と「子育て」を一緒にしているからではないか。
〇（経営監理課長）定義について、やはり疑義を感じるため、改めて局内で検討いただきたい。また、
結婚を希望する者への支援について、学び・育ちの施設等関係者の役割とは整合しないのではない
かと考えるため、その他の役割も含め再度検討いただきたい。さらに、計画と子育て世代への応援
に関する施策の条例への表記について、両方記載する必要があるのか、改めて確認いただきたい。
→（こども・若者政策課長）確認し整理させていただく。
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【条例制定後の取組について】
（財政課長）令和７年度から実施予定の事業について、予算要求の状況について伺う。
→（こども・若者政策課長）単年度要因での要求は行っていない。今回の庁議結果を踏まえ要求した
いと考えるため、改めて相談させていただきたい。なお、現に子育て中の方への施策については、所
管課において取り組んでいる事業であり、今回の条例と関連させることについて調整済である。
→（財政課長）気運醸成を図る事業については、今年度に取り組む事業という認識で良いか。
→（こども・若者政策課長）キャラクターカートの導入については検討段階であるが、他の事業につい
ては、条例施行後に実施する事業である。
〇（人事・給与課長）「（仮称）婚活︕さがみはラブ」について、市内在住の男女を対象に、保育園での
子育て疑似体験や一緒にレジャースポット等を周るようなイメージで良いのか。
→（こども・若者政策課長）そのとおりである。民間事業所でも同様の事業を実施している例はある
が、登録や参加等にそれなりの費用がかかる。本市独自の事業として展開していきたいと考える。
→（人事・給与課長）実施にあたり、参加者数や回数などに想定はあるのか。
→（こども・若者政策課長）３０～４０歳を対象に、男女で計２０人以内、年３回の開催を想定してい
る。
→（人事・給与課長）「出会い・結婚・移住定住促進事業」と記載しているが、「結婚」と「移住定住促進」
を合わせることに違和感があるため、表現を検討いただきたい。
〇（中央区区政策課長）庁舎にキャラクターカートを導入することについて、具体的な場所は想定し
ているのか。
→（こども・若者政策課長）台数や設置場所等については検討中である。
→（財政課長）予算要求のタイミングと立て付けはどのように考えているのか。
→（政策課長）記載されている施策以外にも、例えば、庁内にベビーベットを設置するなど、様々な発
想が出てくると考える。決定会議までに改めて方針を加えていだだき、事業の具体的な内容は、関
係課長打合せ会議等で整理し、予算要求に間に合わせる。また、施策の中には、少子化対策に関連す
るものもあるため、本課と調整していく。
〇（政策課長）見合婚、恋愛婚の推移について、結婚相談所等の民間事業所が作成したものか。
→（こども・若者政策課長）民間事業所ではなく、こども家庭庁の資料から抜粋したものである。
→（政策課長）この推移はどのような結果からとりまとめたものなのかがわからない。例えば、アン
ケート結果をとりまとめたものなのか、何かしらの実績値から算出したものなのか。数値と説明内容
の整合が図れているのか改めて確認いただきたい。
→（こども・若者政策課長）設問も含め確認する。
〇（シティプロモーション戦略課長）シティプロモーションブックの更新が、「現に子育て中の方への施
策」に位置付けられているが、「子育てを楽しんでいる人の紹介」は気運醸成につながる取組と考え
る。
→（こども・若者政策課長）位置付けを変更する。

【制定までのスケジュールについて】
〇（総務法制課長）パブリックコメントについて、他の案件では９月中旬から実施するものもあるが、
この条例は１０月からということでよいのか。意見等への対応を踏まえると、９月から実施すること
が良いと考えるため、検討いただきたい。
また、「次期子育て・子ども支援事業計画」について、１２月の部会で説明する中で、条例の議決は１２
月末になる予定である。次期計画は条例に基づくものではないということだが、部会での説明には
留意いただきたい。
〇（経営監理課長）１月１日施行としているが、公布期間を設けなくてもよいのか。
→（総務法制課長）規制やルールを設けているものではないため、１月１日施行と考える。

【諮問・答申について】
〇（総務法制課長）今回示している条例は、子ども・子育て会議の答申から内容がだいぶ変わってい
る。会議への説明予定について伺う。
→（こども・若者政策課長）８月１９日（月）に会議が開催されるため、変更点も含め、丁寧な説明を
行っていく。

＜＜原案を一部修正し、上部会議に付議する。＞＞
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【条例の概要について】
〇（総合政策・地方創生担当部長）子どもの定義について、次期計画の対象者は「高校３年生まで」と
認識しているが、条例は「１８歳未満の者」となっている。子ども・子育て支援法は、高校生までを対
象としているため、年齢で区切ることに違和感がある。
→（こども・若者政策課長）子どもの定義については、これまでの検討の中で、成人未満に定めた方
が子育て世代への応援に結び付くと考え、わかりやすい表現として考えたものである。
→（総合政策・地方創生担当部長）既に条例を制定している他市も同様の扱いか。
→（こども・若者政策課長）他市の条例については、本市の権利条例に近い内容となっており、１８歳
未満となっている。
→（総合政策・地方創生担当部長）子育て支援と言った場合、高校生も含まれるのではないか。定義
を子ども・子育て支援法に合わせる方がよいと考える。
→（財政局長）小児医療については、高校３年生までを対象としている。同じ理念にしないと整合が
図れないのではないか。条例の対象者を１８歳到達までの３月３１日までとするものではないのか。
→（こども・若者政策課長）高校生も対象とする考えである。定義については改めて検討する。
〇（総務法制課長）子育て世代の定義について、調整会議時は、「結婚又は子育てすることを希望す
る者」が含まれていたが、事業者や施設管理者が結婚を応援することに違和感があるとの議論があ
り、削除されたことについては承知した。一方で「子育てすることを希望する者」を削除されたが、説
明にもあった「不妊治療時の休暇や出産時の立会休暇が取得しやすくなる」や、「マタニティーマーク
を付けている方へ席を譲る」なども応援の対象にしていくと考えているのであれば、「子育てするこ
とを希望する者」を子育て世代の定義に含めてもよいのではないか。
→（こども・若者政策課長）そのような内容も条例の対象に含める予定である。定義を修正する。
→（財政局長）表現には注意が必要であるが、「子育てすることを希望する者」を定義に追記すること
で、「結婚を希望する者」もその枠内で捉えることができるのはないか。
→（総務局長）「結婚してから子育てする」という流れ以外の人もいるため、限定的な表現にならない
ようにすべきである。
〇（総務法制課長）基本理念について、調整会議時は「（ ３ ） 誰もが一人ひとり異なる存在であるこ
とを踏まえ、結婚や子育ての在り方や価値観の多様性を認め、尊重することを旨として実施すること
とします。」とし、ジェンダーアイディンティティに関する内容が記載されていたが、今回削除されて
いる。どのような経過があったのか。
→（こども・若者政策課長）憲法上の「婚姻」は男女と定められており、条例がその内容を超える書き
ぶりで位置付けることは難しいと考え削除した。しかし、一人ひとりの価値観を大事にしていかなけ
ればならないと考え、表現を変更したものである。
→（総務法制課長）この部分については、非常に重要な内容である。調整会議時は、元々の記載内容
で承認したものであり、違う形で提案されることはいかがなものかと考える。
→（総務局長）考え方を変えず、表現を修正したということか。
→（こども・若者政策課長）定義等については、調整会議時に様々なご意見をいただき、子育て世代
の定義を整理していく中で表現を改めた。
→（市長公室長）端的に捉えると「多様性」という表現を削除したということか。
→（こども・若者政策課長）条文を「個人の意思を尊重する」という表現に改め、全ての意味を含ませ
た。1人ひとりの考え方を尊重していくことを前提に、様々な取組を進めていく。
→（市長公室長）「結婚や子育ての在り方や価値観の多様性を認め」という部分を、憲法の表現に近
い「個人の意思を尊重する」という表現へ変更したことについて、理由を確認したい。
→（こども・若者政策課担当課長）子育て世代への応援を、価値観や多様性を踏まえた形で行うこと
としていたが、「多様性を認め」と直接的に表現してしまうと、調整会議で議論となった「ファミリー
シップ制度」との整理が必要となり、結論として、結婚を希望していない者に対する配慮という意味
を含め「個人の意思を尊重する」という書きぶりに留めた。
→（市長公室長）ジェンダーアイディンティティや性的思考に基づく結婚を認めるかどうかが、大きな
焦点になるのではないか。変更前の条文でもよかったのではないか。
→（こども・若者政策課担当課長）「ファミリーシップ制度を認める」と同じ抵触が起きるのではない
かと懸念があり、今回の表現に改めた。
→（総務局長）そのような人達の希望にも沿って取り組むものではないのか。
→（こども・若者政策課長）パートナーシップで子どもを持つ方も、子育てのみを希望する方も応援し
ていく考えである。ただし、条例の中で、価値観に触れる部分を直接表現することは難しいと考え、
表現を改めた。
→（市長公室長）市民局との調整結果について伺う。
→（こども・若者政策課長）意見等を伺ったが、局内の判断で現在の表現とした。
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【条例制定後の取組について】
〇（市長公室長）令和６年１月１日に条例を施行する理由について伺う。
→（こども・若者政策課長）令和６年３月に「次期子ども・子育て支援事業計画」の策定を予定してお
り、条例に紐づく事業を掲載することから、１月１日の施行を目指している。
→（総務局長）令和７年度に取り組む施策について、当初予算の考え方はどのようになるのか。
→（こども・若者政策課長）庁議結果を踏まえ、今後、財政課と調整を進める予定である。
→（総務局長）様々な施策を検討している中で、１月１日に条例を施行するのであれば、令和６年度内
に予算が反映されていないことは不自然であると考える。そのことに対して答えがないようであれ
ば、早急に調整を進めるべきである。また、子育て施策は庁内横断的に取り組んでいるものと認識し
ているが、条例の推進体制は、既存の会議体を活用するのか、それとも別の会議体を設置するのか。
→（こども・若者政策課長）既に会議体があり、そこで進行管理を行う予定である。
→（総務局長）最近、不妊治療を受ける方が増加していると聞く。医療面に対する支援等について、
考え方の中で触れられていないが、経済的負担の軽減として、子どもが生まれるまでの支援は含ま
れているものなのか。条例の施行により、期待値が高まるのではないか。
→（こども・若者政策課長）市の責務として、具体的な施策をこれから詰めていくが、検討していく上
での１つの材料であると捉えている。また、不妊治療については、現在保険適用となっており、それ
以上の支援は、別の議論が必要である。
→（総務局長）条例を提案した場合、具体的な施策について整理が必要である。事業の拡充なのか、
新しい取組なのか、継続なのか、事業全体として、こども・若者未来局以外の要素も含める必要があ
るのではないかと考える。
〇（財政局長）条例の施行に合わせた補正予算は要求しないのか。条例の理念に基づき、前出しして
取り組むべき施策は整理されているのか。
→（こども・若者政策課長）まだ整理ができていない。
→（財政局長）補正予算についてはタイトなスケジュールとなる。１月１日の施行を目指すのであれ
ば、推進体制を活用し、こども・若者未来局だけ判断するのではなく、他局の意見も踏まえることが
必要ではないかと考える。
→（財政局長）説明資料Ｐ１９は子育て世代への施策であるが、Ｐ２４は結婚を希望する者への施策と
いう理解でよいか。
→（こども・若者政策課長）そのとおりである。
→（財政局長）結婚を希望する者への施策は現計予算か。
→（こども・若者政策課長）「（仮称）婚活！さがみはラブ」については、条例制定後、新たな取組とし
て立ち上げる施策であるが、詳細な内容についてこれから検討する。
→（財政局長）金額が記載されているものとされていないものがあり、規模感が掴めない。
→（こども・若者政策課長）個々の事業費の算出はこれからである。
→（財政課長）条例名については、この名称という理解でよいか。
→（こども・若者政策課長）調整会議から名称を変更しており、市長等へ改めて報告し確認する。

【制定までのスケジュールについて】
〇（財政局長）次期計画のパブリックコメントはいつ頃を予定いるのか。
→（こども・若者政策課担当課長）次期計画は、１２月の部会で説明し、その直後にパブリックコメント
を予定している。
→（財政局長）例えば、条例を同時期に実施することはできないのか。
→（こども・若者政策課担当課長）条例の施行を４月とすれば、同時期に実施することは可能である。
→（市長公室長）次期計画は庁議に諮るのか。
→（こども・若者政策課担当課長）１０月頃に諮る予定である。
→（総務局長）条例と次期計画がどのように関連するのかが不透明である。今の状況では未調整な
部分が多々あり、今後予定される部会等での説明に対応できる熟度になっていないのではないかと
考える。

【諮問・答申について】
〇（総合政策・地方創生担当部長）答申の内容から大幅に変わっているが、ジェンダーについて意見
はあったのか。
→（こども・若者政策課長）審議会からジェンダーに関する意見が出ており、「多様性や個人の価値観
があるため、そのことも考えながら検討していただきたい」との答申をいただいた。庁内での調整に
より表現等を変更することがある旨を事前にお伝えしているが、今月審議会が予定されているた
め、経緯等を丁寧に説明していく。

＜＜継続審議とする。＞＞

つづき

決定会議の

主な議論

（8/14）



（仮称）相模原市子育て応援条例の制定について

こども・若者未来局 こども・若者政策課
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※ニーズに合わせて利用できる保育の種類に満足している保護者の割合（Ｒ５年度：88.1％）

本市の子育て世代が感じる社会の現状（本市アンケート調査結果）

社会に温かく見守られている

と感じる割合は16％

子育てしやすいまちだと思う

割合は４割

＜令和２年＞

出典：内閣官房「地域少子化・働き方指標」ほか

１．本市の現状
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１．本市の現状

こども家庭庁は、7月19日に「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググルー
プ」を立ち上げた。結婚相談所や大学生等を交えて議論する方針。検討会では、政府の新たな婚活
支援策についても議論される見通し。2025年度の概算要求に「若者のライフデザインや出会いの
支援」に関する予算を盛り込みたい考え。

恋愛結婚は減少。マッチングなどネットの利用、結婚相談所などによる見合いの増加傾向

3



１．本市の現状
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【相模原市】
調査対象：令和５年度に20歳、25歳、30
歳、35歳を迎える方

【質問】「結婚」についてどのようにお考え
ですか。（結婚していない人が回答対象）

「結婚」についての考えについて、結婚を
したい割合は71.5％



１．本市の現状
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25～34;歳の未婚者に独身でいる理由を尋ねてみると、「適当な
相手に巡り合わない」が最も多い（男性43.3％、女性48.1％）。次
いで「自由さや気楽さを失いたくない」「まだ必要性を感じない」が
多い。

【相模原市】
調査対象：令和５年度に20歳、25歳、30歳、35歳を迎
える方

【質問】現在、結婚していないのはどうしてですか。
（結婚していない人が回答対象）

結婚をしていない理由について、「適当な相手とめ
ぐり会えないから」が36.5％で最も多く、次いで「収入
が少ないから」が32.8％となっている。



１．本市の現状
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２．本市の課題

現在の子育て世代は
「子育てをしにくい」

と感じている

社会全体で子育て世代を応援する
気運醸成(子育て支援)が必要

本市においても、
少子化の主要要因の
一つが未婚化傾向

結婚や子育ての希望をかなえる
取組(結婚支援)が必要



●令和５年４月１日にこども家庭庁が発足。同日、こども基本法が施行され、基本理念において、「家庭や子育てに夢を
持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備する」ことが規定されている。
●こども大綱が令和５年１２月２２日に閣議決定され、地域社会、企業など様々な場で、年齢、性別を問わず、全ての
人がこどもや子育て中の方々を応援するといった社会全体の意識改革として「こどもまんなかアクション」を進めること、こどもや
子育て当事者を社会全体で支える気運を醸成していく旨が記載されている。
●こども家庭庁は、令和６年7月19日に「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」

を立ち上げた。結婚相談所や大学生等を交えて議論する方針。検討会では、政府の新たな婚活支援策についても
議論される見通し。2025年度の概算要求に「若者のライフデザインや出会いの支援」に関する予算を盛り込みた
い考え。

●令和５年度の市長所信表明において、子育ての日々の不安と悩みに寄り添いながら、子育ての楽しさを感じてもらえるよ
う、子育て世代を応援するための条例の制定に向けて取り組むとともに、子育てを社会全体で支える取組を進める旨を表明
している。
●令和５年６月定例会議における代表質問において、市長は子育てをしている、またはこれから子どもを産みたい、育てたい
という方々を応援し、子育てすることの楽しさを感じてもらえるような条例を制定する旨の答弁をしている。

全国︓ 神奈川県子ども・子育て支援推進条例（令和2年改正）
厚木市子ども育成条例（平成２４年）
南相馬市こども・子育て応援条例（令和４年）
大牟田市子ども・子育て応援条例（令和６年）

政令指定都市では本市が初めて、神奈川県内では3番目に制定。 8

３．条例制定の背景

国の動向

条例の制定に伴う本市の表明

子育て応援に関する他市の条例



連携

応援

子育て世代

市民
事業者 学び・育ちの

施設等関係者 市

包括的に支援

これらの背景を踏まえ、社会全体で子育て世代を応援する気運を醸成し、結婚や子育てを希望する者が
その希望をかなえることができ、みんなに温かく見守られながら安心して子育てすることができる社会を実現す
るため、「（仮称）相模原市子育て応援条例」（以下「条例」という。）を制定する。

条例本文において、市の果たすべき責務を明示するとともに、市民、事業者、学び・育ちの施設等関係者
に施策への協力を求めるものであり、社会全体で子育て世代を応援する気運を醸成することについて、市の
強い意志を示すためである。

9

４．条例制定の目的、理由及び効果について

＜条例のイメージ＞

・子育て世代が子育てに対する喜びをより実感することができる。
・結婚、子育てを希望する市民の希望がかなえられ、少子化対策につながる。
・市を挙げて子育て世代を応援する気運を高めることでシビックプライドの向上につながる。

条例制定の目的

条例で定める理由

条例制定の効果



子育て世代を応援するための施策を
講じることを定める

５．条例の構成・概要

10

・経済的な不安定さ、仕事と子育ての両立の難しさなど、子育て世代を取り巻く状況は厳しさを増している。
・安心して子育てができる環境の実現に向けて、一人ひとりができることを行い、みんなで子育て世代を支えていくことが求めら
れている
・社会全体で子育て世代を応援する気運を醸成し、結婚や子育てを希望する者がその希望をかなえることができ、みんなに
温かく見守られながら安心して子育てすることができる社会の実現を目指す

子育て世代を取り巻く現代社会の現状、求められている
こと、安心して子育てすることができる社会の実現を目指す

社会全体で子育て世代を応援する気運を醸成し、結婚
や子育てを希望する者がその希望をかなえることができ、み
んなに温かく見守られながら安心して子育てすることができ
る社会の実現を目指す

条例の基本理念子ども、子育て世代、市民等の
定義を定める

施策の策定実施、各関係者への支援・
総合調整、条例の周知・啓発を定める

それぞれが担う子育て世代への応援などの役割等を定める

条例の趣旨

１ 前文

３ 定義 ４ 基本理念 ５ 市の責務

６・７・８ 市民・事業者及び学び・育ちの施設
等関係者の役割

２ 目的

９ 施策
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６．条例の概要

１ 前文

すべての子どもは相模原市にとっての希望であり、未来を築く大切な存在です。結婚や子育てを希望
する者がその希望をかなえることができ、子どもを育てる者として喜びを実感しながら安心して子育てす

ることができる社会を創ることは、今の時代を生きる私たちにとって大事なことであり、取り組まなければ
ならないことです。

経済的な不安定さ、仕事と子育ての両立の難しさなど、子育て世代を取り巻く状況は厳しさを増してお
り、安心して子育てができる環境の実現に向けて、一人ひとりができることを行い、みんなで子育て世代
を支えていくことが求められています。特に、緑あふれる豊かな自然と生活に便利な都市機能に恵まれ
た相模原市は子育てに適した環境があり、この強みを生かした支援を行うことが重要です。

私たちは、市、市民、事業者及び学び・育ちの施設等関係者がともに子育て世代を応援する意識をは
ぐくみ、結婚や子育てを希望する者がその希望をかなえることができ、みんなに温かく見守られながら安
心して子育てすることができる社会の実現を目指して、この条例を制定します。

＜解説＞
前文では、子育てを取り巻く現状、条例制定の必要性など、条例の基本的な考え方を示しています。
第１段落では、子どものことを「相模原市にとっての希望」であり、「未来を築く大切な存在」と表現し、結婚や子育てを希望

する者がその希望をかなえることができ、子どもを育てる者として喜びを実感しながら安心して子育てすることができる社会を創
ることは、今の時代を生きる私たちにとって大事なことであり、取り組まなければならないことと表現しています。

第2段落では、近年の子育て世代の取り巻く環境について様々な問題が厳しさを増してきていることを述べ、安心して子育
てができる環境の実現に向けて、一人ひとりができることを行い、みんなで子育て世代を支えていくことが求められていることを述
べています。

第３段落では、社会全体で子育て世代を応援する意識をはぐくみ、みんなに温かく見守られながら安心して子育てすること
ができる社会の実現及び結婚や子育てを希望する者がその希望をかなえられることを目指して、この条例を制定することを述
べています。
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６．条例の概要

２ 目的

この条例は、子育て世代への応援について基本理念を定め、並びに市、市民、事業者
及び学び・育ちの施設等関係者の責務又は役割を明らかにするとともに、結婚や子育て
を希望する者がその希望をかなえることができ、子どもを育てる者として喜びを実感しな
がら安心して子育てすることができる社会を実現することを目的とします。

＜解説＞
この条例の目的を定めています。
ここでは、「子育て世代への応援についての基本理念」、「市、市民、事業者及び学び・育ちの

施設等関係者の責務又は役割」を定め、結婚や子育てを希望する者がその希望をかなえること
ができ、子どもを育てる者として喜びを実感しながら安心して子育てすることができる社会を実現す
ることを目指すこととしています。
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６．条例の概要

３ 定義

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによりま
す。
（１）子ども １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいいます。
（２）子育て世代 子育てすることを希望する者たち及び現に子どもを監護する者たちをい

います。
（３）市民 市内に居住する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいいます。
（４）事業者 市内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人その他の団体をいいま

す。
（５）学び・育ちの施設等関係者 保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等

学校その他の子どもが育ち、学び、又は活動するために利用する市内の施設に
関係する者及びこれらの施設以外において子どもの育ち、学び又は活動の支援に関係
する者をいいます。
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６．条例の概要

３ 定義

＜解説＞ ここでは、用語の定義を定めています。

第１号の「子ども」について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に
定める子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)をいいます。

第2号の「子育て世代」について、子育てすることを希望する者たち及び現に子どもを監護する
者たちとしています。

第3号の「市民」について、市内に居住、通勤、通学のいずれかを行う者としています。

第4号の「事業者」について、市内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人その他の団
体としています。

第5号の「学び・育ちの施設等関係者」について、児童福祉法第７条１項に規定されている
児童福祉施設（保育所、認定こども園など）や学校基本法第１条に規定されている学校
（幼稚園、小学校など）などの施設関係者や、これらの施設以外において子どもの育ち、学び
又は活動の支援に関係する者などを包括的に含みます。
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６．条例の概要

４ 基本理念

１ 誰もが一人ひとり異なる存在であり、結婚や子育てには多様な価値観があることを認
め、これを尊重します。

２ 子育て世代への応援は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとします。
（１）子育て世代が孤独・孤立の状態（孤独・孤立対策推進法（令和５年法律第45号）第１

条に規定する孤独・孤立の状態をいう。）になることがないよう、社会全体で温かく見守
り、支えることとします。

（２）市、市民、事業者及び学び・育ちの施設等関係者が連携するとともに、その取組につ
いて関心と理解を深め、社会全体で推進されることとします。

＜解説＞
ここでは、子育て世代への応援についての基本理念を定めています。
第１号では、結婚や子育てが個人の価値観や意思決定に関わる事項であることを前提に、例えばこれを

望まない考え方も尊重することや、様々な結婚・子育てのあり方を認め、尊重することとしています。
第２号では、子育て世代が「孤独・孤立対策推進法（令和５年法律第45号）第１条」に規定する孤

独・孤立の状態になることがないよう、社会全体で温かく見守り、支えることとしています。
また、子育て世代を社会全体で見守るために市、市民、事業者及び学び・育ちの施設等関係者が連携し、

市民がその取組について関心と理解を深めることを推進することとしています。
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６．条例の概要

5 市の責務

市は、基本理念に基づき、子育て世代への応援及び結婚や子育てを希望する者への
支援に関する総合的かつ具体的な施策を策定し、実施しなければなりません。
２ 市は、市民、事業者及び学び・育ちの施設等関係者がそれぞれの役割を果たすことが

できるよう必要な支援を包括的に展開していくとともに、相互の連携及び協働が図られ
るよう総合的な調整を行うものとします。

３ 市は、この条例の目的及び内容について、周知及び啓発を行うものとします。

＜解説＞
ここでは、市が担っていく責務を定めています。
市は子育て世代を社会全体で応援していくうえで、条例の制定主体として子ども・子育て施策

を行っていく責務を果たす必要があることから、市については「責務」を課しています。
第１項では、子育て世代及び結婚や子育てを希望する者への応援に関する総合的かつ具体

的な施策を策定し、実施するよう規定しています。
ただし、複雑な課題を抱え、より支援が必要となる場合には、市だけの対応では十分でない場

合があるため、第２項で市は市民、事業者及び学び・育ちの施設等関係者などと連携し、協働
が図られるよう総合的な調整を行うことを規定しています。
この条例が目指すまちを実現していくには、より多くの人々に条例の基本理念を理解し、共感し、

行動してもらうことが必要であるため、第３項では周知していくことを規定しています。
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６．条例の概要

６ 市民の役割

市民は、基本理念に基づき、子どもは地域に明るさと喜びをもたらし、将来の相模原市
に新たな活力を生み出す頼もしい存在であるという認識のもと、一人ひとりが子育てに関
心を持ち、子育てを温かく見守り、すべての世代がともに子育て世代を応援するよう努め
るものとします。

＜解説＞
子どもにとって、家庭や学び・育ちの施設等が重要であることはもちろんですが、市民もまた、子ど

もの成長と深い関わりを持っています。市民が子どもに関心を持ち、子育て世代を温かく見守るこ
とは、親子ともに安心感をもたらし、健やかな成長につながっていきます。
そのため、市民一人ひとりが子どもは地域に明るさと喜びをもたらし、将来の相模原市に新たな

活力を生み出す頼もしい存在であるという認識のもと、一人ひとりが子育てに関心を持ち、子育て
を温かく見守り、すべての世代がともに子育て世代を応援することが必要であることを規定していま
す。
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６．条例の概要

７ 事業者の役割

事業者は、基本理念に基づき、この条例の目的を達成するために子育て世代への応援
に係る施策に協力するよう努めるものとします。

２ 事業者は、基本理念に基づき、自ら雇用する労働者が仕事と子育ての両立を図ること
ができるよう必要な労働環境の整備に努めるものとします。

＜解説＞
事業者は、地域の中で事業を営んでおり、地域の一員として子育てを応援する能力や社会的

役割があることから、第１項において子育て世代への応援に係る施策に協力するよう努めることを
規定しています。
また、事業者は保護者が働きながらでも子育てができる環境を提供する点で重要な役割を担っ

ています。このため、第２項で柔軟な働き方が可能な仕組みを整えるとともに、仕組みが実際に
活用できるよう職場内の子育て家庭への理解を促進していくよう規定しています。
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６．条例の概要

８ 学び・育ちの施設等関係者の役割

学び・育ちの施設等関係者は、学び・育ちの施設等が子どもが心豊かに主体的、創造
的に生きていくための基礎的な資質や能力を育む場所であることから、すべての子どもの
声に耳を傾け、その存在をありのままに受け入れ、一人ひとりの個性を大切にした関わり
を意識し、保護者や地域住民と連携しながら、心身ともに健やかに育つ環境づくりを進め
るよう努めるものとします。

＜解説＞
学び・育ちの施設等は、総じて子どもが日常的に過ごす場であり、自分の家族以外の子ども等

と生活する場でもあります。
そのため、様々な立場にある子どもが、それぞれ最大限に能力を伸ばすことができるよう施設等

関係者は耳を傾け、その存在をありのままに受け入れ、一人ひとりの個性を大切にした関わりを意
識し、保護者や地域住民と連携しながら、心身ともに健やかに育つ環境づくりを進めるよう努める
ものと規定しています。
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６．条例の概要

9 施策

市は、子育て世代を応援し、結婚や子育てを希望する者を支援するため、次に掲げる施
策を講じることとします。
（１）子育てしやすいと感じてもらえる環境づくりに係る施策
（２）子育てに悩む人への相談等支援に係る施策
（３）結婚や子育ての希望をかなえるための施策
（４）前３号に掲げるもののほか、子育て世代を応援するために必要な施策

＜解説＞
ここでは、本市の課題である「社会全体で子育て世代を応援する気運醸成(子育て支援)」と「結婚や子育

ての希望を叶える取組(結婚支援)」を解決するための施策を列挙しています。
第１号及び２号では、子育て世代を対象として「子育てしやすいと感じてもらえる環境づくりに係る施策」や

「子育てに悩む人への相談等支援に係る施策」を講じ、安心して子育てができるようにしています。
第３号では、結婚や子育てを希望する者を支援するため、「結婚や子育ての希望をかなえるための施策」を

講じています。
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３ グリーンスローモビリティ運行支援事業について 

【都市建設局 交通政策課】 

 

（１）主な意見等 

〇（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 来年度から 新規に 1 年分車両を リ ースする と いう こ と は、

今年度から 新たな地区を 公募すると いう こ と か。  

→（ 交通政策課長） 新年度に入っ てから の想定である 。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） その上で車両のリ ース期間は１ 年間必要なのか。  

→（ 交通政策課長） スケジュ ールは未確定であり 、 １ 年分確保し て動かし ていき たい。  

〇（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 新磯地区は、 ３ つのエリ アで１ つの運行主体か。 ボラ ン

ティ ア輸送と し ての運営補助はそれぞれ分かれているのではないのか。  

→（ 交通政策課長） 現状は３ つのエリ アを １ 地区と し ている。 運営補助は、 上磯部と 勝坂、

新戸と で分かれており 、 ２ 団体である 。  

〇（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 現状の車両は３ 台ではなく ２ 台なのか。  

→（ 交通政策課長） 今年度は３ 台分の予算である が、 実際には２ 台と なっ ている。 し かし 、

下磯部で年度内に運行開始でき るよ う 調整し ている 。 その場合は、 新磯地区の４ つのエ

リ アで１ 台は厳し い可能性も ある 。  

〇（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 本格導入の条件が達成でき なかっ た場合はどう なるのか。 

→（ 交通政策課長） 想定では、 他のコ ミ ュ ニティ 交通と 同様であり 、 年度内の上期で達成

でき なければ下期で達成でき るよう な方策を 立てる 。 内容変更等を 地元と 調整の上、 次

年度に運行する ため、 達成でき ない段階ですぐ 廃止さ れるも のではない。  

→（ 財政課長） 方向性は否定し ないが、 達成でき ない状況が数年継続し た場合はどう なる

のか。  

→（ 交通政策課長） 他のコ ミ ュ ニティ 交通と 同様の取り 扱いであり 、 継続し ない。  

→（ 財政局長） 廃止し たケースはある のか。  

→（ 交通政策課長） 令和５ 年度に菅井地区の乗合タ ク シーが未達成だっ たため、 今年度は

内容変更し て１ ０ 月から 新し く 運行し ている。その結果次第では、 廃止の可能性がある 。 

→（ 財政局長） 来年度に判断すると いう こ と か。  

→（ 交通政策課長） １ ０ 月から １ 年間運行し 、 状況を 見てから 判断する 。  

→（ 財政課長） 地元に存続の意向があっ ても 、 未達成であれば廃止と なる のか。  

→（ 交通政策課長） そのと おり である 。  

〇（ 財政局長） 運転手の年齢について伺いたい。  

→（ 交通政策課長） リ タ イ アさ れた方々であり 、 ６ ５ 歳以上の方が中心である 。 運営側も

１ ０ 年後は利用者に移行する も のと 考えており 、 う まく 引き 継いでいく ために新し いス

タ ッ フ を 少し ずつ補充する 必要がある 。 地域やまち づく り セン タ ーと 協力し ながら 獲得

を 図っ ていく 。  

→（ 財政局長） 自治会の加入率を見る と 、 地元の周知も 難し く なっ てき ている と 感じ るが、

継続性は問題ないか。  

→（ 交通政策課長） 地元と し ても 、 定期便運行のみなら ずイ ベン ト や地域の祭がある 時に

も 運行いただき 、 若年層も 乗せる など努力し ており 、 今後も 継続し ていく 。  

〇（ 財政局長） 導入条件の達成状況によ っ ては、 実証運行と 本格運行が交互に継続さ れてし

まう こ と はないか。  

→（ まち づく り 推進部長） 基準を超えれば本格導入と なるため、 可能性は否定でき ないが、

課題と し ては、 担い手の継続性の方が大き い。 導入条件は崩さ ない。  

→（ 財政局長） 未達成だっ た場合はどのよう に変更する のか。 例えば時間変更を し よ う に

も 、 そも そも １ 番乗る だろ う と 見込んだ時間帯に運行さ せている のではないか。  

→（ 交通政策課長） １ 便当たり ２ 人以上、 週８ 便と いう 条件設定を する が、 こ れは１ 週間

で１ ６ 人を 輸送する こ と になる。１ ６ 人の輸送を 何ら かの形でク リ アすれば、 ２ 人以上、
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週８ 便と いう 条件のどち ら かを 崩し たと し ても 良いと 考えており 、 幅広い視点で判断し

ていき たい。  

〇（ 南区副区長） 実証運行の実績においては、 本格運行の条件はク リ アでき そう か。  

→（ 交通政策課長） 現況では、 若葉台地区が９ 月末で１ 便当たり ４ ． ３ 人、 新磯地区が１

便当たり ４ ． １ 人と いう こ と であり 、 今の条件はク リ アする想定である。  

→（ 南区副区長） 令和７ 年度から 本格運行と なるのか。  

→（ 交通政策課長） そのと おり である 。  

→（ 南区副区長） 新磯地区は、 エリ アが複数に分かれているが、 地区全体と し てク リ アす

ると いう 考え方か。  

→（ 交通政策課長） そのと おり である。 ただし 、 新磯地区については、 下磯部が運営でき

るかどう かの調整次第で最終的に判断し たいと 考えている。 例えば４ つのエリ アを １ 地

区と し て見る か、 それと も ２ 地区で分ける のかと いっ た判断も 出てく る。 実績と 基準を

照ら し 合わせた上で総合的に判断し たい。  

○（ 南区副区長） 一度廃止の判断を し ても 、 数年後に状況が変わる こ と がある のではないか。

改めて地域から 相談が来た場合はどう する のか。  

→（ 交通政策課長） 他の地区でも グリ ーンスローモビリ ティ に興味を 持っ ている 地区があ

る。 廃止後に改めて希望があっ た場合、 その時の全体的な状況を 見ながら 判断し たい。  

〇（ 市長公室長） 今後、 制度設計が変わる可能性がある が、 事業はいつまで継続する 想定か。 

→（ 交通政策課長） 現時点で、 確定的には言えないが、 当面５ 年程度は本格運行し たい。

今後、 制度設計が変わっ ていく 中で、 モビ リ ティ については様々な制度がある 。 精査し

ながら 地域性など配慮し た上で、 選択肢の一つと し て確保し ていき たい。  

→（ 市長公室長） ラ イ ド シェ アの話はこ こ 数年で急に出てき たも のであり 、 サービ スの領域

が変わっ てく る 可能性がある 。 制度設計に柔軟に対応し ていく と いう 形がよ ろ し いのでは

ないか。  

 

 

（２）結 果 

○原案のと お り 承認す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ (仮称)相模原市子育て応援条例の制定について 

【こども・若者未来局 こども・若者政策課】 

 

（１）主な意見等 

〇（ 総合政策・ 地方創生担当部長）「 子育て世代」 の定義について、「 子育てするこ と を 希望

する者たち 」 と 「 現に子ども を 監護する 者たち」 と 表現を 使い分ける理由はあるのか。 言

い回し を 合わせる のであれば、「 現に子ども を 監護する 者たち 」 を「 子育てし ている者たち」

と いう 表現でも 良いと 考える 。  

→（ こ ども ・ 若者政策課長） 表現については改めて検討する 。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 基本理念「 ２ （ ２ ） 市、 市民、 事業者及び学び・ 育ち

の施設等関係者が連携する と と も に、 その取組について関心と 理解を 深め、 社会全体で

推進する こ と と し ます。」 について、 誰に対し て関心と 理解を 深め、 何を 社会全体で推進

するこ と と し ている のか。  

→（ こ ども ・ 若者政策課長） 条文に記載のと おり 「 市民、 事業者及び学び・ 育ち の施設等

関係者」 を 対象と し 、 子育て世代を 見守るこ と を 社会全体で推進する も のである 。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 市も 対象なのか。  

→（ こ ども ・ 若者政策課長） 市の責務はある が、 関心と 理解を 深める対象ではない。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長）「 子育て世代」 には「 希望する者たち」 も 含まれている

が、 例えば、 市の責務の条文において、「 希望する者たち」 も 対象と し ている 中で、「 子

育て世代への応援」「 希望する 者たちへの支援」 と 言い回し を 変えている が、 表現が正し

いのか再度確認いただき たい 

→（ こ ども ・ 若者政策課長） 確認さ せていただく 。  

 

 

（２）結 果 

○原案のと お り 上部会議に 付議す る 。  

た だ し 、 庁議の意見を 踏ま え 、 資料を 一部修正す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


